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第１章  総則  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、人口減少と 高 齢 化 の 進 む集 落（ 自 治 振 興 区 を 構 成 す る 基本単

位をいう。以下同じ。）の、コ ミ ュ ニ ティや 資 源 等 を 活 用 し た 機 能 の 維 持 及び活

性化を推進するため、過疎地域 等 に お け る集落 対 策 の 推 進 に つ い て（ 平 成 20年８

月１日付総行過第 95号。以下「通 知 」と い う。）に 基 づ き 、 地域 マ ネ ー ジ ャー活

用事業の実施に関し必要な事項 を 定 め る ものと す る 。  

（定義）  

第２条  この要綱において、地域 マ ネ ー ジ ャ ーと は、自 治 振 興 区 等（ 自 治 振 興セン

タ ー の 指 定 管 理 業 務 を 受 託 し た 自 治 振 興 区 及 び 自 治 振 興 セ ン タ ー の 指 定 管 理 業

務を受託していない自治振興区 に あ っ て は、自 治 振 興 区 の 連 合 体 を い う 。以下同

じ。）において、集落の調査、 点 検 、 課 題の把 握 等 を 行 な う も の を い う 。  

（職務）  

第３条  地域マネージャーは、市 と 連 携 し 、 次 の 業務 を 行 う も の と す る。  

(１ ) 集落の状況調査及び点検  
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(２ ) 集落の課題の把握及び抽 出  

(３ ) 地域内での話し合いの促 進  

(４ ) 地域の維持及び活性化対 策 の 推 進  

(５ ) 地域おこし協力隊との連 携 、 調 整 、 相談 等  

(６ ) 地域マネージャー連絡協 議 会 へ の 出 席  

(７ ) 市及び自治振興区連合協 議 会 が 主 催 する 研修 会 等 へ の 出 席  

(８ ) その他目的達成のために 必 要 な 業 務  

（事業対象）  

第４条  事業の対象者は、自治振 興 区 等 と す る 。  

第２章  事業の認定  

（事業の申請）  

第５条  事業を実施しようとする も の（ 以 下「申 請者 」と いう 。）は 、庄 原 市地域

マネージャー活用事業認定申請 書（ 様 式 第１号 ）に 、次 に 掲 げ る 書 類 を 添 えて市

長に提出しなければならない。  

(１ ) 事業実施計画書（様式第 ２ 号 ）  

(２ ) その他市長が必要と認め る 書 類  

（事業の認定）  

第６条  市長は、前条に定める申 請 書 を 受 理 した とき は 、速 や か に そ の 内 容 を審査

し、適当と認めたときは、庄原 市 地 域 マ ネージ ャ ー 活 用 事 業 認 定 通 知 書（ 様式第

３号）により、当該申請者に通 知 す る も のとす る 。  

（事業の変更等）  

第７条  申請者は、当該事業を変 更 又 は 廃 止 しよ うと す る と き は 、庄 原 市 地 域マネ

ージャー活用事業変更認定申請 書（ 様 式 第 ４号 ）を 市 長 に 提 出 し 、承 認 を 受けな

ければならない。  

２  市 長 は 、 前 項に定 め る 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、 速 や か に そ の 内 容 を 審 査し、

適当と認めたときは、庄原市地 域 マ ネ ー ジャー 活 用 事 業 変 更 認 定 通 知 書（ 様式第

５号）により、申請者に通知す る も の と する。  

第３章  交付金の交付  

（交付金の交付）  

第８条  市長は、地域マネージャ ー を 配 置 す る自 治振 興 区 等 に 対 し 、予 算 の 範囲内
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において、交付金を交付する。  

２  交付金の交付を受けることが で き る 自 治 振興 区 等 は 、第 ６ 条 の 規 定 に よ り認定

を受けた申請者（以下「事業認 定 団 体 」 という 。 ） と す る 。  

（交付金額）  

第９条  交付金の額は、１人当た り 日 額 7,300円 と す る 。  

２  交付金は、地域マネージャー の 配 置 人 数 にか か わ ら ず 、１ 自 治 振 興 区 等 につき

２人までを限度とする。  

（交付申請）  

第 10条  交付金の交付を受けよう と す る 事 業 認 定 団体（ 以 下「 交 付 申 請 団 体 」と い

う。）は、庄原市地域マネージ ャ ー 活 用 事業交 付 金 交 付 申 請 書（ 様 式 第 ６ 号）を

市長に提出しなければならない 。  

（交付決定）  

第 11条  市長は、前条に定める申 請 書 を 受 理 した とき は 、速 や か に そ の 内 容 を審査

し、適当と認めたと きは、庄原 市 地 域 マ ネージ ャ ー 活 用 事 業 交 付 金 交 付決定通知

書（様式第７号）により交付申 請 団 体 に 通知す る も の と す る 。  

（交付申請の変更）  

第 12条  交付決定を受けた交付申請 団 体（ 以 下「 交 付 団 体」と い う 。）は 、第 10条

の規定により申請した交付申請 の 内 容 を 変更し よ う と す る と き は 、庄 原 市 地域マ

ネージャー活用事業交付金変更 交 付 申 請 書（様 式 第 ８ 号 ）を 提 出 し な け れ ばなら

ない。  

２  市 長 は 、 前 項に定 め る 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、 速 や か に そ の 内 容 を 審 査し、

適当と認めたときは、庄原市地 域 マ ネ ー ジャ ー 活 用 事 業 交 付 金 変 更 交 付決定通知

書（様式第９号）により、申請 者 に 通 知 す るも の と す る 。  

（随時検査等）  

第 13条  市長は、交付団体に対し 、随時、帳簿及 び 書 類 の 提 出 を求め 、又 は 指定す

る職員に必要な検査及び指示をさせる こ と がで き る 。  

（実績報告）  

第 14条  交付団体は、事業の廃止若しくは完了の 日 か ら 30日 を経過 し た 日 又 は交付

金 交 付決定 の 通 知 を 受 け た 日 の属す る 年 度 の翌年 度 の ４ 月 20日 の い ず れ か早い

日までに、実績報告書（様式第 10号 ）に 次 に掲 げ る 書 類 を 添 え て 、速 や か に市長
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に報告しなければならない。  

(１ ) 事業実施報告書（様式第 11号 ）  

(２ ) その他市長が必要と認め る 書 類  

（交付金の請求）  

第 15条  第 11条に定める交付決定の 通 知 を 受 け た も の が 、交 付 金 の 交 付 を受 けよう

とするときは、交付請求書（様式第 12号 ）に よ り 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら ない。  

２  市長は、事業の円滑な実施を図る う え で特に 必 要 と 認 め る と き は 、交 付 団体の

請求に基づき、交付決定額を概算払い す る こと が で き る 。  

３  交付団体は、前項の規定によ り概算払い を受 け よ う と す る と き は 、交 付 金概算

払請求書（様式第 12号）に、市長 が 必 要 と 認 め る 書 類 を 添 え て請求し な け ればな

らない。  

４  概算払を受けた交付団体は、精算 額確定後 10日 以 内 に 、交 付 金概算払精算 書（様

式第 13号）を市長に提出しなけ れ ば な ら な い。  

（交付金の返還等）  

第 16条  市長は、交付団体が次の各号 の い ず れか に 該 当 す る と 認 め た とき は 、交付

決定を取り消し、又は既に交付し た 交 付 金 の全部若しくは一部を返還させること

ができる。  

(１ ) 交付金をその目的以外に使用 し た と き。  

(２ ) 第 13条に規定する随時検査 を拒んだとき 。  

(３ ) 第 14条に規定する報告をし な い と き 。  

(４ ) 年度の中途で事業を廃止若しくは 廃 止し た と 認 め ら れ る と き 。  

(５ ) その他市長が特にその必要 を 認 め た とき 。  

第４章  連絡協議会の設置  

（連絡協議会）  

第 17条  市長は、地域マネージャ ー の 集 落支援活動の 円滑な 推 進 の た め、地 域マネ

ージャー連絡協議会（以下「連 絡 協 議 会 」とい う 。 ） を 設 置 す る 。  

（組織）  

第 18条  連絡協議会は、次に掲げ る も の を も っ て組織す る 。  

(１ ) 地域マネージャー  

(２ ) 地域マネージャーを設置 し て い る 自 治振 興区 等 を代表す る も の  
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(３ ) 庄原市自治振興区連合協 議 会 を代表する も の  

(４ ) 自治定住課  

(５ ) その他市長が必要と認め る も の  

（会議）  

第 19条  会 議 は企画振 興部企画 振 興 課 長 が 主宰し 、 定例的 に開催 す る も の と する。

ただし、構成員から の請求に基づ き 必 要 と 認め た と き は 、臨時に開催 す る ことが

できる。  

２  会議は、次に掲げる事項につ い て 調 整 及 び情報交換を 行 う 。  

(１ ) 地域マネージャーの活動報告 に 関 す る事 項  

(２ ) 各団体相互間の連絡及び調 整 事 項  

(３ ) 地域の実情に応じた、実効性 の あ る支援策 の立案及 び 実 施 に 関 す る 事項  

(４ ) その他必要と認める事項  

（庶務）  

第 20条  連絡協議会に関する庶務は 、企画 振 興部企画 振 興 課 に お い て 行う 。  

第５章  雑則  

（その他）  

第 21条  この要綱に定めるもののほか 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が別に 定 める 。  

附  則  

（施行期日）  

１  この告示は、平成 23年 12月１日 か ら 施 行 す る 。  

（失効）  

２  この告示は、平成 29年３月 31日 限 り 、 そ の効力 を失う 。  

附  則（平成 25年８月 30日告示 第 102号 の２ ）  

この告示は、平成 25年９月１日か ら 施 行 す る。  

附  則（平成 26年１月 27日告示 第 11号 ）  

この告示は、平成 26年３月 31日か ら 施 行 し 、改 正後の 庄 原 市 地 域 マ ネ ー ジ ャー活

用事業実施要 綱の規定は、平成 26年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則（平成 26年３月 31日告示 第 62号 ）  

この告示は、平成 26年４月１日か ら 施 行 す る。  

附  則（平成 28年３月 31日告示 第 42号 ）  
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この告示は、平成 28年４月１日か ら 施 行 す る。  

様式（省略）  


